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伊方発電所第３号機復水脱塩装置苛性ソーダ撹拌ポンプの不具合他 

２件に係る報告書の提出について 

 

 

 平成 16 年 10 月 4 日に発生しました伊方発電所第３号機復水脱塩装置苛性ソ

ーダ撹拌ポンプの不具合他２件につきまして、その後の調査結果がまとまりま

したので、安全協定第 11 条第２項に基づき、別添のとおり報告いたします。 

 

今後とも伊方発電所の安全・安定運転に取り組んでまいりますので、ご指導

賜りますようお願い申しあげます。 

 

 

以 上 
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１．件 名 

伊方発電所第３号機  

復水脱塩装置苛性ソーダ撹拌ポンプの不具合について 

 

２．事象発生の日時 

      平成１６年１０月 ４日 １４時２０分頃（確認） 

 

３．事象発生の設備 

      蒸気タービン設備 復水脱塩装置 

 

４．事象発生時の運転状況 

      通常運転中（発電機出力９１６ＭＷ） 

 

５．事象の概要 

    伊方発電所第３号機（定格電気出力８９０ＭＷ）は、通常運転中のところ、復水 

脱塩装置苛性ソーダ撹拌ポンプのケーシング外表面にごく微量の白い析出物を作業 

員が発見し、分析した結果、平成１６年１０月４日１４時２０分頃、苛性ソーダで 

あることを確認した。 

    その後、ケーシング外表面の液体浸透探傷検査を実施した結果、指示が確認され 

たことから、ケーシングを新品に取り替え、１０月２６日試運転を実施し、通常状 

態に復旧した。 

    なお、本事象によるプラントの運転への影響及び周辺環境への放射能の影響はな 

かった。                        （添付資料－１，２参照） 

 

６．事象の時系列 

［１０月 ４日］ 
１４時２０分頃 作業員が苛性ソーダ撹拌ポンプケーシングにごく微量の白い 

析出物を発見し、分析した結果、苛性ソーダであることが 

判明 

［１０月 ５日］ 

９時３０分頃 当該ポンプの分解点検開始 

［１０月２５日］  

１２時００分頃 ケーシングを新品に取り替え、当該ポンプの組立完了 

［１０月２６日］ 

１４時０４分  ポンプ試運転開始 

１５時１７分  ポンプ試運転終了、通常状態に復旧 
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  ７．調査結果 

   苛性ソーダ撹拌ポンプのケーシングから苛性ソーダが析出した原因について、以 

下の調査を実施した。 

 

（１）ケーシング本体の調査 

ａ．材質 

ケーシングの材質は、設計図面どおりステンレス鋳鋼品が使用されてり、苛 

性ソーダの化学的性質に対し、材質上問題はなかった。 

    ｂ．液体浸透探傷検査 

ケーシング外表面の液体浸透探傷検査を実施した結果、白い析出物が付着し 

ていた箇所に線状指示（約３mm）が認められた。     （添付資料－２） 

ｃ．ケーシング断面 

     ケーシング外表面の液体浸透探傷検査の指示箇所を切断し、断面を観察した 

結果、鋳造欠陥(鋳物巣)〔注〕と推定される無数の微小な空洞が、ケーシング 

の内表面から外表面までほぼつながる様相が認められた。 

（添付資料－３） 

〔注〕鋳物の製造の際に、空気の巻き込み又は充填不良等により、鋳物に空洞が 

発生する欠陥 

 

（２）保守・運転状況の調査 

第１回及び第５回定期検査で、当該ポンプ本体の分解点検を実施しており、点 

検記録を確認した結果、異常はなかった。また、当該ポンプは、苛性ソーダ受入 

時（１０日に１回程度）に約３時間運転を行うが、至近では、平成１６年１０月 

１日に運転しており、異常は認められなかった。 

 

（３）当該ポンプ納入時の検査記録の確認 

当該ポンプ納入時の検査記録を確認した結果、製品納入にあたり外観検査、材 

料検査及び性能検査が適切に行われており、異常はなかった。 

 

８．推定原因 

当該ポンプ納入時に内在していた製造時の鋳造欠陥による無数の微小な空洞が、 

経年使用によって貫通し、苛性ソーダの析出に至ったものと推定される。 

 

９．対 策 

（１）当該ポンプのケーシングを新品に取り替えた。 

 

（２）１・２・３号機の苛性ソーダ撹拌ポンプについては、従来と同様に運転時に漏え 

い（析出）等の異常がないことを確認する。 

 

以 上 
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添付資料－１  伊方３号機復水脱塩装置苛性ソーダ撹拌ポンプ概略系統図 

        
     

添付資料－２  ケーシング液体浸透探傷検査状況 

         
 

添付資料－３  ケーシング断面状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３伊方 号機　復水脱塩装置苛性ソーダ撹拌ポンプ概略系統図

当該箇所

Ｐ 

苛性ソーダ
３貯槽 号

復水脱塩装置
イオン交換樹脂再生装置

苛性ソーダ
　　　タンクローリ受入

苛性ソーダ
３撹拌ポンプ 号

蒸気発生器

復水器

脱気器

主給水ポンプ

復水ポンプ

復水器 復水脱塩装置

２ 次系主系統

イオン交換樹脂

タービン

受入時に撹拌
する系統 （ ：４５ 容量   ｍ３）

添付資料－１ 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

液体浸透探傷検査指示（約３ｍｍ） 

添付資料－２ 

ケーシング液体浸透探傷検査状況 

苛性ソーダ析出箇所 

ポンプ出口 

ポンプ入口 

苛性ソーダ析出箇所 



ケーシング断面状況 添付資料－３

鋳造欠陥（鋳物巣）

外表面

内表面

ａ

ｂ

Ｃ

断面状況（A-A断面）

１ｍｍ

ｂ部　詳細ｃ部　詳細

切断箇所ポンプ入口
切断箇所

A

A

ａ部　詳細

１ｍｍ

１ｍｍ

液体浸透探傷検査指示箇所


